
今日お話したいこと
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子どもに 魅力ある まち づくり

子どもたち
（皆さん）が

このまちで(に) 楽しく過ごして
幸せや愛着を
感じられるよう 原山市民公園を

［誰が］

今から来年度にかけ

より魅力的に整備します

［どこで］ ［なぜ］ ［いつ］

［どのように］

［何を］

そのために、皆さんの
想いや願いを聞かせてください



と こ ろ で 私 た ち は …
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4



まちって何だろう
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①まずはまちについて知ろう

 

まちじゃないもの
①まずはまちについて知ろう
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①まずはまちについて知ろう

まちじゃないもの
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まちはある範囲のひとの集まり

社会との関わりのなかで人が行動する範囲
日常生活とその延長を営む空間
（遠出ではないレジャー活動なども含みます）

①まずはまちについて知ろう
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9

ひとが元気だとまちも元気に
①まずはまちについて知ろう
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まちは時とともに変化する
①まずはまちについて知ろう
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①まずはまちについて知ろう

まちはきっと変えることができる

私たちのまちの魅力って？

多くの人が訪れる古い町並
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原山市民公園を選定
②まちの魅力を輝かせる公園づくり

まずは

原山市民公園
の魅力をめちゃ
高めることにした

子どもに魅力的
なまちにしたい

13

※JR高山駅周辺での
室内施設なども検討中
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大型遊具などを整備
②まちの魅力を輝かせる公園づくり

①幼い子、保育園児、小学生以上の３つにエ
リア分けし、誰もが安全に安心して遊べるよう
にします

②障がいのあるなしに関わらず、誰でも一緒
に遊べるような遊具を積極的に取り入れます

③お父さんお母さんが見守りながら待てるよう
に、日陰やベンチを沢山つくります



公園ができるまで（スケジュール）
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②まちの魅力を輝かせる公園づくり

令和5年度 令和6年度 令和7年度

設計 工事 使用開始

事業者の募集 → 決定 4月3月4月3月2月

11月頃9月（1か月間）

アンケート 意見を活かした整備人気投票

10月
1回目 2回目

整備構想

(コンセプト)

ワクワク
ぼ　う　け　ん

冒険

クルクル
う　ん　ど　う

運動

キラキラ
げ　い　じゅつ

芸術

ユラユラ
し　　ぜ　ん

自然

ニコニコ
い　き　も　の

生物

ワイワイ
ゆ　う　　ぎ

遊戯

どんな公園になると良いかアンケート
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②まちの魅力を輝かせる公園づくり 1回目



どのプランが良いか人気投票
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②まちの魅力を輝かせる公園づくり 2回目

令和5年4月、国では、こども政策の司令塔となる
こども家庭庁（組織）ができ、こども基本法（ルール）ができ、
こどもにとって最も良いことを常に考えるとして、
こどもまんなか社会（目標）の実現を目指すこととされました。
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おまけ①

子どもの権利条約（国際的なルール、日本は1994年批准）
原則に「子どもの意見の尊重」が掲げられ、子どもは意見を表明
し、参加できる権利が約束されています。

こども基本法（日本の法律、2023年施行）
基本理念において、子どもが意見を表明する機会、多様な社会
活動に参画する機会の確保が保障されています。



おまけ②
皆さんは
「正解はこれ(しかない)」や「教科書は絶対正しい」
といった勉強を、どちらかと言えば与えられてきた
ことが多いのではないでしょうか（テストで良い点を取るため）

実社会では（大学生くらいから）
「（絶対的な）正解がない」や「情報は必ずしも正しくない」
といったことも非常に多くなり
ほとんどのことは自発的な対応が必要となります

今日のテーマのような正解のないことに対し
主体的に学習する（皆で対話したり、考える）ことは
皆さんの将来に向けて必ず大きな力(成長)になります

歴史文化や風土に恵まれ、人口も多すぎないこのまちは
幸運にも、そういった学習活動に非常に適した土地です

良いチャンスと捉えて、このまちづくりの取組みに
前向きに参加してもらえたら、とってもうれしいです
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質問や意見などがありましたら

順番に聞きますので、遠慮せずに、手を挙げてください。

（今日、配付した紙に書いた意見なども受付けます）

End


